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I.委託業務の目的

環境省では､石綿のばく露歴や石綿関連疾患の健康リスクに関する実態把握を行うため､平成 18

年度から平成26年度において､調査への協力が得られた地方公共団体に居住していた住民等に対し

て､問診､胸部Ｘ線検査､胸部ＣＴ検査等を実施することにより、石綿ばく露の医学的所見である胸膜

プラーク等の所見の有無と健康影響との関係に関する知見を収集してきた。（横浜市においては、平

成１９年度以降実施）。（以下、「石綿の健康リスク調査」という。） 

石綿の健康リスク調査より一定の知見が得られたことから、平成２７年度以降は、石綿検診(仮

称)の実施を見据えたモデル事業である石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査（以下「試行調査」

という。）を実施することを通じて、実施主体・既存検診（肺がん検診等）との連携方法・対象者・

対象地域の考え方・検査頻度・事業に要する費用等の課題等について調査検討を行う。 

II.委託業務の実施場所

横浜市健康福祉局保健事業課

III.委託業務の実施期間

平成３０年４月２日から平成３１年３月２９日まで

IV.委託業務の実施方法

１．調査対象者

（１）原則として、次の①～④全てを満たす者を調査対象者とした。

① 現在横浜市に居住している者

② 平成元年以前に神奈川県（横浜市鶴見区）に居住していた者

または、昭和５７年以前に埼玉県（さいたま市中央区又は大宮区）に居住していた者。

または、平成元年以前に岐阜県（羽島市）に居住していた者

または、平成２年以前に、大阪府（大阪市、堺市、岸和田市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、

河内長野市、和泉市、東大阪市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町）に居住して

いた者

または、昭和３０年から５０年に兵庫県（尼崎市）に居住していた者

または、過去に兵庫県（西宮市、芦屋市、加古川市）に居住していた者

または、平成元年以前に奈良県に居住していた者

または、平成１６年以前に福岡県（北九州市門司区）に居住していた者

または、昭和３３年から６１年に佐賀県(鳥栖市)に居住していた者

③ 横浜市が検査を実施する医療機関等で検査を受けることができる者

④ 本調査の内容を理解し、調査の協力に同意する者

 ただし、上記の要件に該当する者であっても、労働安全衛生法の石綿健康管理手帳を取得し 

ている又は交付要件に該当している者、石綿障害予防規則により職場等で石綿に関する特殊健 

康診断を受けることができる者、石綿関連疾患が原因で医療機関を受診している者は、継続的 

に石綿関連疾患に係る健康管理が行われていることから、本調査の対象外とした。 

今年度は、調査対象者数は６６名であった。 
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２．調査実施体制 

（１）横浜市

横浜市は、環境省の委託を受けて試行調査を実施した。

横浜市は、地域住民に対しての調査への参加募集に関する広報等の実施、受付、石綿ばく

露の聴取、検査（胸部ＣＴ検査）、読影(１次読影、２次読影)、保健指導、精密検査、調査対

象者のフォローアップを行った。 

（２）検査機関

横浜市は、胸部ＣＴ検査・読影について、以下のとおり委託した。

名 称 住 所 

公益財団法人横浜市保健医療財団総合保健医療センター 横浜市港北区鳥山町１７３５番地 

（３）精密検査機関

横浜市は、精密検査について、以下のとおり委託した。

名 称 住 所 

独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 横浜市港北区小机町３２１１番地 

（４）その他

〈チラシの版下委託〉

横浜市は、チラシの版下について、以下のとおり委託した。 

名 称 住 所 

特定非営利活動法人 ＰＤＤサポートセンターグリーン

フォーレスト 就労継続支援Ｂ型 オフィスウイング

横浜市西区浅間町１－６－１０ 

小金井第２ビル３階 

３．調査方法 

（１）石綿ばく露者の健康管理の試行

（ア）広報活動

横浜市は、募集に関して、ホームページ、医療機関や各区福祉保健センターへのチラシの

配布、新聞へのチラシの折り込み、公共交通機関の広告掲示などの広報活動を行った。 

（イ）申請の受付、問い合わせ対応

横浜市は、電話、ＦＡＸ等複数の手段によって、調査希望者からの申請や問合せに対応し

た。 

（ウ）石綿ばく露の聴取

横浜市は、調査対象者に対し、本調査事業の説明を行った上で同意書(参考資料ｄ)により

調査協力に対する同意をとり、調査登録を行った。 

 次に、横浜市は質問票(参考資料ｆ－a)を用いて、調査対象者の呼吸器疾患等の既往歴、本

人・家族の職歴、居住歴、通学歴、喫煙の有無、石綿ばく露歴などを詳細に聞き取った。た

だし、平成 27 年度以降試行調査に参加し過去に石綿ばく露の聴取を行った参加者について

は、継続質問票（参考資料ｆ-b）により、現病歴や自覚症状等の確認を行った。 
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石綿ばく露の聴取を行うにあたっては、石綿に関する健康管理等専門家会議による「石綿ば

く露歴把握のための手引き～石綿ばく露歴調査票を使用するに当たって～平成18年10月」

などを参考にした。 

（エ）石綿ばく露の評価

（エ）－１胸部CT検査

初回受診者への石綿ばく露の聴取の結果、石綿ばく露の可能性を認められる場合には、

胸部ＣＴ検査を実施した。2回目以降の受診者については、調査対象者が希望する場合には、

横浜市の判断により年1回に限り、胸部ＣＴ検査の対象とすることができるものとした。ただ

し、その際、横浜市は、(参考資料 e)を使い、胸部ＣＴ検査の有効性やその放射線被ばくの影

響等を調査対象者に丁寧に説明を行った。 

（エ）－２ 読影

横浜市は石綿ばく露や石綿関連疾患について十分な知識を持った複数の専門家により、以下

に示す画像所見①～⑨の有無の確認を行った。 

 1次読影について、胸部ＣＴ及び胸部Ｘ線画像は公益財団法人横浜市保健医療財団総合保健

医療センターで実施した。2 次読影は、読影委員会で行った。その際、可能な限り、肺がん検

診等で撮影した胸部Ｘ線画像を取り寄せ、読影をすることとした。  

取り寄せを行った場合については、前年度またが当該年度に撮影された画像の1回分の肺が

ん検診の自己負担分に相当する額及び胸部Ｘ線画像の取り寄せに係る費用を委託費で負担す

ることができるものとした。 

＜画像所見＞ 

① 胸水貯留

② 胸膜プラーク（限局性の胸膜肥厚）

③ びまん性胸膜肥厚

④ 胸膜腫瘍（中皮種）疑い

⑤ 肺野の間質影

⑥ 円形無気肺

⑦ 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）

⑧ リンパ節の腫大

⑨ その他の所見（陳旧性結核病変など①～⑧以外の所見）

（オ）精密検査

読影の結果、石綿関連疾患(中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、

著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)が疑われた場合、精密検査を実施した。 

  なお、横浜市は、調査対象者に自己負担分の費用を支払った際には、石綿健康被害救済制度

の救済給付との重複支払いを避けるために、支払った内容について、独立行政法人環境再生保

全機構と情報共有を行った。 
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（カ）－１保健指導

 横浜市は、調査対象者の健康管理に役立てるため、調査対象者に対し保健指導を行った。 

試行調査に初めて参加する調査対象者には、石綿ばく露の評価がされた後に、保健師又は看

護師にて、原則として、全員に保健指導を行った。ただし、石綿関連所見が認められない者

のうち、調査対象者が保健指導を希望しない場合には、文書による情報提供・助言等により、

保健指導に代えることができるものとした。 

 保健指導については、結果説明会(集団指導)その後、個別健康相談(個別指導)を行った。 

結果説明会(集団指導)は、初めて参加する調査対象者と2回目以降の受診者とを分けて、内

容を 2 部制で、実施した。2 回目以降の受診者に対しては、自身の健康管理を考えてもらえ

るよう受診カード（参考資料 k）の利用の確認や石綿ばく露歴の経過を問診票に記載するよ

うアドバイスを行った。受診カードには、①氏名、②住所、③問い合わせ先、④肺がん検診

受診勧奨分、⑤肺がん検診実施機関へのお願い、⑥肺がん検診受診歴 等、⑦その他を記載

した。 

（カ）－２保健指導の内容

○精密検査が必要とされた者

認められた所見について説明を行い、精密検査の紹介状（参考資料ｋ）を渡しすみやかに医

療機関を受診し、医師の指示に従うよう指導した。

○所見を有しているが、精密検査の必要がないとされた者

認められた所見について説明し、直ちに医療機関を受診する必要はないが、経過観察を行う

ことが望ましい旨を説明した。適宜、石綿による健康リスクについて説明し、肺がん検診勧奨

を行った。その際、調査対象者に対して、「受診カード」を配布した。

○所見を有しない者

所見を認められないことを説明し、不安の軽減に努めた。適宜、肺がん検診の受診勧奨を行

った。石綿ばく露の聴取の結果、環境ばく露の可能性が高いと思われる者や希望者に対して

は、「受診カード」を配布した。

○禁煙指導

石綿ばく露の聴取時に、喫煙有の受診者に対して、喫煙者に対する質問票（参考資料ｊ－ｂ）

を使い禁煙の意思確認やニコチン依存度などを確認し、肺がん予防の観点から禁煙をするよ

う指導を行った。

(キ) 調査対象者のフォローアップ

調査対象者(過去の受診者も含む)のうち、「更なる検査(精密検査)が必要」と判断された者

(石綿関連疾患に限る)については、調査対象者の同意を得て、医療機関への照会を行い診断

結果や治療経過等の把握に努めた。なお、検査結果において石綿関連疾患が疑われる場合に

ついては、本人や家族に対し労災制度や石綿救済制度の窓口を案内し、後日認定状況の確認

を行った。 

また、「受診カード」を配布した者に対しても、毎年の肺がん検診等の受診状況及び受診結
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果を把握し、受診カード配布者確認表（参考資料ｌ）に基づき管理し未受診者に受診勧奨を

行った。調査対象者が肺がん検診を受診した場合には、肺がん検診の自己負担分に相当する

額を委託費で負担するものとし、受診カードに申請の案内を記載し周知をした。後日肺がん

受診等受診者は、交付申請書（参考資料ｎ）を使用し申請をしてもらった。 

なお、試行調査で得られた情報のうち、石綿健康被害救済制度の運用に必要な者については、

独立行政法人環境再生保全機構が利用するものとした。 

（ク）講習会への参加

横浜市は本試行調査にかかる保健指導実施者を環境省主催の保健指導講習会(1回)に、自治

体の担当者を環境省主催の自治体連絡会議(1 回)や石綿ばく露者の健康管理に関する検討会

(1回)等に参加をした。 

（２）効果的・効率的に健康管理を実施するための調査・検討

（ア）健康管理の試行に伴う課題の抽出

横浜市は、横浜市の担当者、医療機関の担当者、調査対象者に対して、ヒアリング調 査

又はアンケート調査等を実施することにより健康管理の試行に伴う①～⑩の課題について

抽出した。 

① 実施体制に関する課題

・行政機関、医療機関、調査対象者との連絡調整 等

② 既存の検診事業との連携に関する課題

・既存の検診事業で実施する胸部Ｘ線検査の画像を活用すること 等

③ 人員・施設等の確保に関する課題

・読影を行う石綿の専門家

・胸部ＣＴ検査等を実施する医療機関 等

④ 調査対象者に関する課題

・年齢、性別、石綿ばく露歴を踏まえた調査対象者の選定 等

⑤ 調査対象地域に関する課題

・横浜市における石綿ばく露地域の考え方 等

⑥ 検査内容・検査頻度に関する課題

・調査対象者や前回の検査結果等に応じた検査の頻度

・胸部Ｘ線検査等の画像の取扱い 等

⑦ 結果の通知及び保健指導に関する課題

・石綿関連疾患が見つかった場合、見つからなかった場合の対応 等

⑧ 費用に関する課題

・既存の検診事業に係る費用負担の在り方

・石綿対策の専門家の招へいに係る費用

・画像データ等、健康管理を通じて得られた情報の保存に係る費用 等

⑨ 精度の管理に関する課題

・検査や読影、データ管理等の精度管理の方法、事業評価の方法 等

⑩ その他、健康管理の試行に伴って生じた課題
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（イ）調査対象者の健康不安の変化の調査

「平成３０年度石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査等に関する検討調査業務」の

請負調査で実施する調査対象者の健康不安の変化及び変化の要因等についての調査に協

力をした。 

（３）委託業務報告

（ア）平成３０年度石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査（横浜市）報告･･･P７～11

（イ）実施方法の流れ･･P12

（ウ）実施体制及び課題と取り組み事例･･･P13～32

（エ）参考資料（試行調査で使用した様式等）

・a 試行調査の募集チラシ・案内文書等

・b  案内文書

・c  申込書（受付票）

・ｄ 同意書  (試行調査共通参考様式)

・e  試行調査で胸部Ｘ線や胸部ＣＴ検査を受けるメリット、デメリット

・ｆ 質問表（a）新規用

(ｂ)継続用 

・g  医療機関で使用している読影チェックシート等

・h  読影委員会等の専門委員会のメンバー

・I  参加者への受診結果報告様式（例）

・j  保健指導で使用したチラシ等

（a）パワーポイント資料3種類

 (b)喫煙者に対する質問票 

 (c)参加者アンケート（新規と継続2種類） 

（ｄ）その他 環境再生保全機構の「石綿と健康被害」「救済給付のしくみ」 

横浜市がん検診案内パンフレット「横浜市がん検診ガイド２０１８」を配布 

・k 受診カード（試行調査共通参考様式）

・ｌ 受診カード配布者確認表

・ｍ 精密検査の紹介状(診療情報提供書)

・ｎ 肺がん検診や精密検査の自己負担分の交付申請書（様式1～５）
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石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査（横浜市）
実施方法の流れ

石
綿
ば
く
露
の
聴
取

胸
部CT

検
査

石
綿
ば
く
露
の
不
安
の
あ
る
者
の
う
ち
希
望
者

石綿関連疾患（疑い）
で精密検査受診

＜主な検査＞
・胸部CT検査
・胸腔鏡検査
・病理組織診断

石綿ばく露の可能
性が認められる者

要精密検査と判定された者
（うち、石綿関連疾患以外で
要精密検査とされた者４人）

保
健
指
導

胸
部X

線
画
像
取
り
寄
せ

石綿ばく露の可能性が認められなかった者
検査を希望しなかった者

７１人 ６６人

０人

６６人

６６人
６６人

６１人

５人

６６人

１人

０人

要精密検査不要とされた者胸
部X

線
検
査

６６人
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1　実施担当課

2　実施人材（委託分は除く）

主担当 ２名 （うち非正規 ）

副担当 （うち非正規 ）

受付 3名 360分

石綿ばく露の聴取 2名 945分

胸部CT検査 3名 620分

保健指導 4名 347分

その他 ２名 9時間

（契約・報告書の作成等の事務）

2.1  実施人材（事務）に関する課題

2.1.1   実施に必要な人員の確保

2.1.2   新たな課題

石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査（横浜市）
実施体制及び課題と取り組み事例

横浜市健康福祉局保健事業課

事務アルバイトで対応できる範囲を超えている業務が多く、それができる人員の確
保ができていない。

課題 取り組み事例

取り組み事例又は対応できなかった理由

一人あたりの平均所要時間

一人あたりの平均所要時間

一人あたりの平均所要時間

実施体制

＜実施体制＞

一人あたりの平均所要時間

一人あたりの平均所要時間
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3 実施時期（募集～保健指導までの日）

平成30年8月1日 ～ 平成31年1月31日

募集～保健指導の実施時期の概要

前年度受診者
に７月１４日
事前案内を送
付。８月９日
まで受付

８月１２日～
周知開始。申
込開始８月１
３日～申込終
了９月２８日

石綿ばく露の
聴取と検査
９月１１、
１３，２５日

石綿ばく露の
聴取と検査
１０月１、
１６，２４日

・専門委員会
１０月１２日
・保健指導
（結果説明会）
１０月３０日

・専門委員会
１１月１６日
・保健指導（説
明会欠席者の個
別対応）１１月
２，６，２７日

・保健指導

（結果説明会）
１１月３０日

・専門委員会
１月１０日
・保健指導（説
明会欠席者の個
別対応）1月18
日

4 試行調査に関する委託業務

12月

1月

4月

石綿試行調査の周知及び石綿に関しての
普及啓発のチラシのデザインの一部変更
委託

3月

11月

特定非営利活動法人オフィスウイング

委託先 委託内容

7月 8月

横浜労災病院
石綿疾患疑の精密検査、肺がん検診等胸
部X線フィルムの堤出

実施体制

2月

10月

9月

5月 6月

横浜市総合保健医療センター
胸部X線・CT検査、一次読影（CTのみ）石
綿関連疾患疑の要精密検査時の他医療機
関への情報提供
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5 事業スキーム

5.1 実施日数

□ 1日　□ 2日　□ 3日　□ 4日　□ 5日 2日

5.2 実施項目

■ 受付

名称： ①

②

③

④

⑤

場所の選定理由：

※ 場所によって理由が異なる場合は、個別に記載

■ 石綿ばく露の聴取

1日目

名称： ①

②

③

④

⑤

場所の選定理由：

※ 場所によって理由が異なる場合は、個別に記載

□ 実施場所

胸部X線・CT検査が同日に実施できる機関であり、石綿ばく露歴を聴取
し、問診から検査がスムーズに行えるため。

横浜市総合保健センター

□ 何日目の実施か

□ 実施場所

７月１７日～９月２８日まで課内にて電話・FAXで対応。

（受付、石綿ばく露の聴取、胸部CT検査、肺がん検診
※
、保健指導まで、受診者に足を運んでもらう回数）

※ その他の検診等から胸部X線画像を取り寄せる場合を除く

実施体制

□ 何日目の実施か
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■ 胸部ＣＴ検査

1日目

名称： ①

②

③

④

⑤

場所の選定理由：

※ 場所によって理由が異なる場合は、個別に記載

■ 保健指導

2日目

名称： ①

②

③

④

⑤

場所の選定理由：

※ 場所によって理由が異なる場合は、個別に記載

■ 胸部X線検査（肺がん検診等からの取り寄せ）

□ 肺がん検診から胸部X線画像を取り寄せる場合

（受付、石綿ばく露の聴取、胸部CT検査、保健指導）

項目：

理由：

その他：

□ 実施場所

実施体制

□ 何日目の実施か

□ 実施場所

横浜市総合保健医療センター

検査設備があり、石綿ばく露聴取と検査が同日にできる部屋が確保で
きたため

横浜市総合保健医療センター

横浜市役所

石綿ばく露聴取と検査と同施設にすることで参加者の混乱をさけるた
め。
欠席者は、個別に日時を調整対応し、市役所で対応。

□ 何日目の実施か（1日目～5日目）

□ いずれの項目と同時に実施しているか。またその理由
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項目： 読影までに

理由：

その他：

行っていない

内容：

理由：

その他：

□ その他の検診等から胸部X線画像を取り寄せる場合

読影までに

理由：

その他：

行っていない。（実施をする場合は、読影時の比較が診断に必要な情
報になるため読影までに）

実施体制

□ （同時に実施していない場合）どのタイミングで実施しているか。また、その理由

石綿ばく露聴取時に精密検査委託医療機関（横浜労災病院）にて、肺
がん検診を受診をしていることを把握した場合は、読影時までに取り
寄せをする。今年度は、実施者がいなかった。

□ どのタイミングで実施しているか。また、その理由

□ 試行調査に合わせて既存の肺がん検診のスキームのアレンジを行ったか。
行った場合は、行った内容とその理由を記載。
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5.3 事業スキームに関する課題及び取り組み事例

5.3.1 受診者の来所回数削減のための対応

5.3.2   新たな課題

石綿ばく露聴取と検診日を同日にし、来所回数を削減できるように設定している。

実施体制

課題

結果説明会では、肺がん検診受診の案内をしてい
るが、受診者の希望は、石綿による詳細な変化が
ないかにてCTを強く希望している。結果説明会
で、放射線被爆について説明している。

取り組み事例又は対応できなかった理由

参加者及び専門委員会から、X線では石綿関
連所見がわかりにくいためCTを希望したいと
意見あり

参加者から会場が駅から遠いため、１か
所ではなく選択可能な施設が何か所かあ
るとよいと意見有。

X線とCTが同日に行える施設が市内に他に
ないため、受診機関を増やすことは困難
と考える。

取り組み事例
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1 周知方法と周知時期

1.1 一般周知（複数回答可） 周知方法

□ 広報誌　□ ホームページ 広報誌

□ チラシ　□ 新聞折り込み ホームページ

□ その他　□ 実施していない チラシ

新聞折り込み

その他 公共交通機関

1.2 個別周知（複数回答可）

■ 周知対象者

● 過去の検査結果での所見の有無を問わず周知

下記①～④（複数回答可）

周知方法 ④実施していない

周知時期 ④実施していない

● 過去の検査結果で所見があった者に周知

下記①～④（複数回答可）

周知方法 ①案内文書の郵送②電話

周知時期 ①②

● 医療機関等の先生からの指示があった者に周知

下記①～④（複数回答可）

周知方法 ④実施していない

周知時期 ④実施していない

● その他の者（具体的に内容も記載）に周知

下記①～④（複数回答可）

周知対象者

周知方法 ④実施していない

周知時期 ④実施していない

所見無しの方には、次年度以降肺がん検診の受診勧奨している。

③ その他 ③ その他

周知方法

① 案内文書の郵送

② 電話

具体的な内容

① 事業実施年度

② 前回参加の結果報告時

平成３０年８月１日～８月３１日

平成３０年８月１日～９月２８日

平成３０年８月１日～９月２９日

平成30年8月12日
平成３０年８月１３日～８月２６日
平成３０年９月１２日～９月２５日

④ 実施していない④ 実施していない

具体的な内容

具体的な内容

周知時期

胸膜プラーク疑い、有の方に送付。返信なければ電話確認

具体的な内容

周知時期

前年度の保健指導時に説明し、検査時期の１か月前７月に郵送

対象者・対象地域

＜周知＞
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2 実施者（複数回答可）

□ 正職員　□　非正規職員　□ 委託 正職員

正職員

□ その他

3 周知に関する課題及び取り組み事例

1 実施時期　 平成30年8月1日 ～ 平成30年9月28日

2 実施者（複数回答可）

□ 正職員　□　非正規職員　□ 委託 正職員

正職員

3 実施方法（複数回答可）

□ 電話　□ FAX　□ 郵便　□ インターネット　□ 窓口 電話

FAX

□ その他

4 申し込み方法に関する課題及び取り組み事例

対象者・対象地域

チラシの中に、申込後折り返し連絡をするがこち
らからの連絡がない場合は、連絡をいれてほしい
という一文をいれるよう変更した。

鶴見区居住者の中にも石綿工場があったことを知らな
い方も増えチラシが入っていたからという理由（ばく
露リスクの低い方）の申し込みがあった。

受付時試行調査の目的と石綿ばく露について説明
し、申込者にて受診について検討をしてもらうよ
うにした。

救済制度の申請窓口は、各区１８区役所になるた
め、検診周知とチラシを各区への配布を行った。

救済制度申請者は、特定の地域に限定されて
いないため、市内全域に周知も必要である。

課題 取り組み事例

鶴見区以外の申込みは、広報が中心であった
が、周知期間が短くなってしまう。

公共交通機関（市営地下鉄の車内電工掲示）の期
間を広報以降の日程にし９月末の期間まで周知期
間を延ばす工夫をした。

課題

＜申し込み＞

取り組み事例

FAXの申込みで受付をした中で、送信画面のミス
で白紙のものがあり、受理できないものがあっ
た。
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1 実施時期（複数回答可）

□ 決められた日　□ 受診者任意の日

決められた日

2 実施者

□ 事務　（□ 正規　□ 非正規　□ 委託） □ 保健師（□ 正規　□ 非正規　□ 委託）

□ 看護師（□ 正規　□ 非正規　□ 委託） □ 医師　（□ 正規　□ 非正規　□ 委託）

□その他（ ）（□ 正規　□ 非正規　□ 委託）

保健師 正規

保健師 非正規

看護師 非正規

看護師 非正規

（その他）　

3 石綿ばく露の聴取に関する課題及び取り組み事例

3.1 石綿ばく露の記憶が曖昧なため、聴取が難しい場合の対応

3.2 新たな課題

石綿ばく露の聴取

問診票の記入ができないためキャンセルの申し出があったが、未記入のまま来所し
てもらい本人の思い出せる記憶を聞き、情報の追加した。

課題 取り組み事例

取り組み事例又は対応できなかった理由

継続参加者から、毎年ばく露歴など同様の内
容を何度も記入することが大変という声が上
がった。

問診票を継続者用に変更し、ばく露歴や家族歴な
ど変化のないところは省くようにした。聴取時に
初回の問診票から変化がないか確認をした。
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＜胸部CT検査＞
1 実施方法

1.1 実施日（複数回答可）

□ 集団（決められた日）　□　個別（任意で受診できる日） 集団

（場所の選択） 不可

（場所の選択）

1.2 画像の形式（複数回答可）

デジタル

（その他）

2 胸部CT検査に関する課題及び取り組み事例

2.1 医療機関の確保

2.3 新たな課題

デジタル読影に変更をしたが、ビュー
アーが故障した際の修理ができない。

今後の事業の方向性が不透明なため、新規購
入ができない。他部署のものを１台借りて専
門委員会は実施を行った。

取り組み事例又は対応できなかった理由

問診・結果説明会で、CT検査の放射線被ばくがあることを説明したうえで、検査の
希望者に実施をしている。

取り組み事例又は対応できなかった理由

□ フィルム　□　デジタル　□　確認困難 □ その他（ ）

取り組み事例

昨年度と同様の医療機関に委託ができているため問題なし。

2.2 胸部CT検査の受診を試行調査初年度のみ留めるための取り組み

課題

石綿ばく露の評価（検査）
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＜胸部X線画像の取り寄せ＞
1 肺がん検診からの取り寄せ

1.1 肺がん検診機関からの取り寄せ方法

■　依頼方法

（その他）

■　読影先への胸部X線画像の送付方法（取り寄せ依頼が発生する場合）

□ その他

（その他）

■ 胸部CT検査機関と肺がん検診実施機関を同一の機関で行う事が可能か。

（取り寄せが発生する場合）

□　可　□　不可

不可

その理由：

■ 肺がん検診の実施部署

□ 試行調査実施部署と同じ　□ 試行調査実施部署と別

1.2 肺がん検診の実施日

□　集団（決められた日）　□　個別（任意で受診できる日） 集団

（場所の選択） 可

個別

（場所の選択） 可

1.3 肺がん検診の撮影条件（複数回答可）

間接撮影

直接撮影

（その他）

□ 自治体が肺がん検診機関に依頼　□ 受診者本人が肺がん検診機関に依頼

□ その他

石綿ばく露の評価（検査）

※　直接、間接が混在していることは確認できるが、全てを把握する事が実務上困難な場合は、直接撮影・間接撮影・確認困難それぞれ選択。

医療機関等から読影先に送付

□ 肺がん検診機関から読影先に送付　□ 本人が読影先に送付または持参

□ 胸部CT検査機関と肺がん検診実施機関が同一のため、取り寄せ依頼が発生しない

自治体が医療機関から取り寄せ

□　直接撮影　□　間接撮影　□　確認困難　　□　その他（　　　　　　）

（可能な場合は、可能であるが行わない理由。不可能な場合は不可能な理由）

胸部CT検査機関（横浜市総合保健医療センター）が肺がん検診実施機
関ではないため。

試行調査実施部署と別
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1.4 肺がん検診の画像の形式（複数回答可）

集団 デジタル

個別 デジタル

（その他）

2 その他の検診からの取り寄せ

2.1 その他の検診からの取り寄せ方法

■ 依頼方法

（その他）

■ 読影先への胸部X線画像の送付方法（取り寄せ依頼が発生する場合）

（その他）

3 胸部X線画像取り寄せに関する課題及び取り組み事例

3.2  確実な胸部X線画像取り寄せに関する対応

□ 医療機関等から読影先に送付　□ 本人が読影先に送付または持参　□ その他

□ フィルム　□　デジタル　□　確認困難 □ その他（ ）

医療機関等から読影先に送付

取り組み事例又は対応できなかった理由

今年度は取組は０件。精密検査委託医療機関は、委託契約にX線の取り寄せが含まれているため対応がスムーズ
に可能であるが、他の医療機関を受診した場合、取り寄せの契約を各医療機関と行うことになるため時間を要
し、読影にも期間を要すことなり結果を渡すまでにも時間がかかることになるため困難。

取り組み事例又は対応できなかった理由

肺がん検診等との連携によって、個々の医療機関との契約等を行う手続きが発生し
たことによる事務量増加への対応

肺がん検診委託医療機関３７３件・各１８区による集団検診があるため、委託に関
する契約や連携を行うため他部署との調整が必要となる。人件費や他事業の業務量
から困難である。

3.1

石綿ばく露の評価（検査）

自治体が医療機関に依頼

□ 自治体が医療機関等に依頼　□ 受診者本人が医療機関に依頼

□ その他

※ フィルム、デジタルが混在していることは確認できるが、全てを把握する事が実務上困難な場合は、フィルム・デジタル・確認困難それぞれ選択。
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3.4  新たな課題

＜読影＞
1 実施方法（複数回答可）

その他

2 読影の実施に関する課題及び取り組み事例

2.1  石綿関連所見/疾患に詳しい医師の不足への対応

2.2  新たな課題

肺がん検診の結果と石綿試行調査での結果が
異なる場合場合、参加者への報告の仕方に不
具合が生じる可能性がある。

石綿ばく露の評価（検査）

課題 取り組み事例

肺がん検診から画像を取り寄せた場合、肺が
ん検診の読影の対応中であると、石綿の読影
会に間に合わない事が危惧される。

委託医療機関以外の肺がん検診画像を取
り寄せしていないためわからず。

低線量CTでの撮影のため、胸膜プラークの疑
いや変化の確定診断がつきにくい。

石綿ばく露歴があるものに対して専門委員会の医師か
らは、検査初回時通常線量で、継続者の途中経過は低
線量で経過観察とし数年後の再評価時は再度通常線量
の撮影の要望あり。

読影委員会の設置

取り組み事例又は対応できなかった理由

3.3 実施方法①と実施方法②の検査に関する準備・実施方法の事務的負担に関する意
見

肺がん検診の委託医療機関３７３件あり、個々の医療機関とその都度に事務的な契
約を行うことは、現在の人員では困難である。

胸部CT検査実施医療機関

□ 胸部CT検査実施医療機関　□ その他の医療機関　□ 読影委員会の設置　□その他

石綿関連所見/疾患に詳しい医師に読影を依頼しているため、対応はできている。

課題 取り組み事例

委託医療機関以外の肺がん検診画像を取
り寄せしていないためわからず。
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1 実施時期（複数回答可）

□ 決められた日　□　任意で受診できる日 決められた日

（場所の選択） 不可

（場所の選択）

2 実施者（複数回答可）

□その他（ ）（□ 正規　□ 非正規　□ 委託）※　その他は職種を記載

保健師 正規 非正規

事務 正規

（その他）　 看護師 非正規

3 実施方法

3.1 個別の場合

■ 実施方法と対象者

□ 面談　□ 電話　□ その他　□ 実施していない

実施方法

面談

面談

その他

■ 実施している項目とその時間

実施の有無 実施時間

① 参加者からの話を聞き、不安を明らかにする 実施 １０分程度

② 石綿関連疾患の概要説明 実施 ５分程度

③ 石綿関連所見の概要説明 実施 ５分程度

④ 石綿関連疾患と所見の違いの説明 実施 ５分程度

○ その他

● STEP１　～不安の受容・ばく露状況の把握・情報提供～

対象者

喫煙者、希望者

石綿、非石綿所見のある人

保健指導

□ 保健師（□ 正規　□ 非正規　□ 委託） □ 医師　（□ 正規　□ 非正規　□ 委託）

＜保健指導＞
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● STEP2　～検査結果の確認～

＜要精密検査と判定された者の場合> 実施の有無 実施時間

⑤ 精密検査の受診勧奨 実施 １５分程度

○ その他

＜所見ありの者の場合＞ 実施の有無 実施時間

⑥ 所見の補足説明 実施 １０分程度

⑦ 受診カードの配布 実施 ５分程度

実施 ５分程度

○ その他

＜所見なしの者の場合＞ 実施の有無 実施時間

⑨ 所見が認められなかったことの説明 実施 ５分程度

⑩ 受診カードの配布 実施 ５分程度

実施 ５分程度

○ その他 ５分程度

● STEP3　～禁煙指導～ 実施の有無 実施時間

⑫ 喫煙による肺がんリスク上昇の説明 実施 １０分程度

○ その他 １０分程度

● STEP4　～次年度以降の受診勧奨～ 実施の有無 実施時間

⑬ 次年度以降の肺がん検診の受診勧奨 実施 ５分程度

○ その他

● STEP5　～その他行政による支援～ 実施の有無 実施時間

⑭ 相談場所の案内 実施 ５分程度

⑮ 利用できる制度の説明 実施 ５分程度

○ その他

⑧ 異常がある場合は、早期に医療機関を受ける旨を伝える

⑪ 異常がある場合は、早期に医療機関を受ける旨を伝える

保健指導

喫煙者に対する質問票で、禁煙の意思確認やニコチン依存度を確認し
禁煙方法のアドバイスを行っている。

所見なしの人の個別相談は、環境経由による高濃度ばく露者を
想定している。
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3.2 集団の場合

■ 実施方法と対象者

□ 講義　□ ビデオ上映　□ その他　□ 実施していない

実施方法

ビデオ上映

講義

その他

■ 実施している項目とその時間

実施の有無 実施時間

① 参加者からの話を聞き、不安を明らかにする 未実施

② 石綿関連疾患の概要説明 実施 ５分程度

③ 石綿関連所見の概要説明 実施 ５分程度

④ 石綿関連疾患と所見の違いの説明 実施 ５分程度

○ その他
１５分程度
３０分程度

● STEP2　～検査結果の確認～

＜要精密検査と判定された者の場合> 実施の有無 実施時間

⑤ 精密検査の受診勧奨 実施 ５分程度

○ その他 10分程度

＜所見ありの者の場合＞ 実施の有無 実施時間

⑥ 所見の補足説明 未実施

⑦ 受診カードの配布 実施 ２分程度

実施 ２分程度

○ その他

＜所見なしの者の場合＞ 実施の有無 実施時間

⑨ 所見が認められなかったことの説明 未実施

⑩ 受診カードの配布 実施 ２分程度

実施 ２分程度

○ その他

● STEP3　～禁煙指導～ 実施の有無 実施時間

⑫ 喫煙による肺がんリスク上昇の説明 実施 ５分程度

○ その他 ２分程度

⑧ 異常がある場合は、早期に医療機関を受ける旨を伝える

⑪ 異常がある場合は、早期に医療機関を受ける旨を伝える

● STEP１　～不安の受容・ばく露状況の把握・情報提供～

・石綿試行調査の経緯、肺がん検診の案内、日常生活の注意事項
・石綿救済法、救済制度について

結果の見方として説明。その後、個別指導を実施。

対象者

待ち時間に上映

石綿所見と非石綿所見有りの方は個別指導

保健指導

非喫煙でも副流煙に注意すること
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● STEP4　～次年度以降の受診勧奨～ 実施の有無 実施時間

⑬ 次年度以降の肺がん検診の受診勧奨 実施 ５分程度

○ その他

● STEP5　～その他行政による支援～ 実施の有無 実施時間

⑭ 相談場所の案内 実施 ５分程度

⑮ 利用できる制度の説明 実施 ５分程度

○ その他

4 保健指導の実施に関する課題及び取り組み事例

4.1  保健指導充実のための取り組み事例

4.2  新たな課題

保健指導

結果説明を保健指導の機会とし郵送で結果を
渡すことはしていないが、多忙等の理由で郵
送を希望する方がいる。

郵送での対応はせず、本人の日程に合わせて個別
にて実施をした。受診の受付時から郵送でなく来
所が原則を伝えていく。

集団後、個別指導の指示があるにもかかわらず、
帰ってしまう方がいた。

来所時に受付でも説明し、帰るときに個別指導があが
る方には受けたかを確認する（２度）声掛けをするよ
うにする。帰ってしまった方に後日電話にて対応を
行った。

取り組み事例又は対応できなかった理由

・石綿救済制度は詳細と手続き方法などを丁寧に説明するため環境再生保全機構に講義を依頼した。
・継続と新規の受診者の説明会を分け２部制にし、伝えるポイントをしぼり時間の短縮を図るように
した

課題 取り組み事例
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1 受診カード配布者に対する肺がん検診でのフォローアップ

1.1 実施方法（受診カード配布者の肺がん検診受診の把握）（複数回答可）

□ 電話　□ FAX　□ 郵便　□ E-mail　□ その他（　　　　）

電話

郵便

（その他）

1.2 受診カード配布者に対する肺がん検診でのフォローアップに対する課題

2 要精密検査の方の受診勧奨や結果の把握（複数回答可）

□ 電話　□ FAX　□ 郵便　□ E-mail　□ その他（ ）

電話

郵便

（その他）

2.1 要精密検査の方の受診勧奨や結果の把握についての課題

取り組み事例

医療機関からの返信の確認も合わせて行うよ
うにした。

本人に複数回連絡し状況を聞き取るが、正式な診断名
や経過が把握しにくい。今後、検診体制を検討する上
で、精密検査実施医療機関への検査結果の照会方法を
全国的に統一した方がよいと考える。

精密検査結果は医療機関から初回検査結果に
ついては文書で届くが、医療機関によって
は、その後の診断名や経過は把握出来ず。

上記の例、精密検査実施医療機関への精密検
査結果連絡票のひな型を作成し複写式、切手
料金受取払いの封筒にする等。

要精密受診結果を本人へ電話で問い合わせし
ているが、変化なしだったなどという返答で
詳細はわからないことが多かった。

石綿所見があるハイリスク者に対して、肺がん検診で
の胸部X線でのフォローが適切なのか疑問が残る。試行
調査終了後のフォロー体制も不安を残さない方法につ
いて意見を環境省に伺いたい。

現行の試行調査がなくなった場合も想定し、結果
説明会で肺がん検診等定期的な健診の必要性につ
いて繰り返し説明していく。

課題

受診カード配布者に活用状況を確認すると、
試行調査の結果の管理に使用しているが、肺
がん検診の受診管理には利用できていない。

継続受診者の問診項目に、肺がん検診の受診歴や受診
カードの活用について記入してもらうように変更し
た。ばく露歴聴取時に活用状況を確認し、使い方の説
明を行った。

受診カード配布者の多くは胸膜プラークがある人
であり、試行調査に継続して参加しているため、
肺がん検診を受診している人は少ない。

肺がん検診委託医療機関は、石綿に精通
している医師が不十分。

課題 取り組み事例

その他

＜フォローアップ＞
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＜受診者への支払い方法＞
1 肺がん検診の自己負担分の支払い

1.1  支払い方法

□ 償還払い　□ チケット　□　その他（ ）

償還払い

（その他）

1.2  肺がん検診の自己負担分の支払い方法に関する課題

2 精密検査の自己負担分の支払い方法

2.1  支払い方法

□ 償還払い　□ チケット　□　その他（ ）

（その他）

2.2  精密検査の自己負担分の支払い方法に関する課題

課題 取り組み事例

その他

取り組み事例

結果説明会で説明・受診カードに制度の
使い方について記入しているが、利用者
はいない。

手続きの方法は、煩雑だが償還額はわず
かなためと７０歳以上の方は受診料が無
料のため利用者が増えない。

参加者が支払う事はなく、委託費として後日、本市が支払う。

課題
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＜その他＞
1 その他試行調査の実施に伴う課題及び取り組み事例

過去の試行調査で、検査結果の所見がなく終
了となっていた方から「不安」を理由に受診
希望があった。

不安の解消を目的に実施しているため受け入れた
が結果説明時（保健指導）にて、前年度と同じ結
果にて次年度以降は肺がん検診等でよいことを説
明を行った。

対象地域の住民の受診者は減少傾向にあ
る。

石綿健康手帳取得可能な要件に該当して
も、手続きの煩雑さから実際には取得に
至らないことが多い。

実態を環境省を通じて厚生労働省や財務
省などに伝えていくのがよいのではない
か。

課題 取り組み事例

検診受診者の半数以上に胸膜プラークまたは疑い
が見つかり経過観察が必要になっているが、試行
調査以外での検診の機会を持っている人は少な
い。

試行調査にて経過を診てほしいというニーズは強
くあり。結果説明会で、肺がん検診の受診奨励や
自覚症状時には専門医の受診についても案内を
行った。

受診者の親族や近隣者などへも、検診の案内をし
てもらうよう結果説明会時に伝えた。

その他
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参考資料（試行調査で使用した様式等） 

・a 試行調査の募集チラシ・案内文書等

・b  案内文書

・c 申込書（受付票）

･ｄ 同意書  (試行調査共通参考様式)

・e  試行調査で胸部Ｘ線や胸部ＣＴ検査を受けるメリット、デメリット

・f 質問表 （a）新規用

(ｂ)継続用 

・g 医療機関で使用している読影チェックシート等

・h 読影委員会等の専門委員会のメンバー

・i 参加者への受診結果報告様式（例）

・j 保健指導で使用したチラシ等

（a）パワーポイント資料 3 種類

(b)喫煙者に対する質問票

(c)参加者アンケート（新規と継続 2種類）

（ｄ）その他 環境再生保全機構の「石綿と健康被害」「救済給付のしくみ」 

横浜市がん検診案内パンフレット「横浜市がん検診ガイド２０１８」を配布 

・k 受診カード（試行調査共通参考様式）

・ｌ受診カード配布者確認表

・ｍ精密検査の紹介状(診療情報提供書)

・ｎ肺がん検診や精密検査の自己負担分の交付申請書（様式 1～５）
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以前に石綿試行調査にご参加くださった方へ 

平成３０年度石綿検診（石綿試行調査）のご案内 

盛夏の候 暑さが続きますがいかがお過ごしでしょうか。 

日頃より横浜市の保健福祉行政にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、平成２７年度以降、石綿試行調査にご参加いただきありがとうございまし

た。平成３０年度も同様に石綿試行調査を実施することになりました。 

以下の方に石綿検診（石綿試行調査）のご案内を送付させていただきます。 

石綿検診（石綿試行調査）は、今年度も例年と同様の内容です。 

参加希望の方は、同封の日程の案内に記載されている「問診・検査」

の希望日を下記までご連絡下さい。 

申込締切は平成30年8月9日（木）までとさせていただきます。 

その後も、申込の受付は出来ますが、一般の方と同じ申込期間となりますので、ご

了承ください。 

なお、今回参加をご希望なさらなかった方には、後日、体調などの確認をさせていた

だくためにご連絡致します。その際は、ご協力どうぞよろしくお願い致します。 

ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

＜お問い合わせ先＞ 

横浜市健康福祉局 保健事業課 公害保健担当 

電話：045-671-24９３ FAX：045-663-4469 

＜費用のご負担について＞ 

※この調査にかかる検査費用は無料です。

※横浜市総合保健医療センターまでの交通費は各自負担となります。

・ 結果説明会の際にお渡ししました「結果通知」に、

「1 年後、CT 検査をお勧めします」とコメントが入っていた方 

・ ご家族で石綿に関する疾病にかかられた方がいる方

・ 以前に予約を入れていただきキャンセルされ未受診の方

・ その他、再度検査をご希望された方
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１ 現在、横浜に在住ですか？ 

・はい

・いいえ → 対象外

２ 居住歴を確認させていただきます（必ず確認してください） 

町名（記入例）●●市○○町○町目 居住期間 （記入例）昭和○年～昭和○年 

 

→ 下記の住所地や居住歴にあてはまる方が原則対象

・平成元年以前に横浜市鶴見区に居住していた者

・または、平成元年以前に岐阜県（羽島市）に居住していた者

・または、平成２年以前に、大阪府（大阪市、堺市、岸和田市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、河内長野

市、和泉市、東大阪市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町）に居住していた者

・または、昭和 30 年から 50 年に兵庫県（尼崎市）に居住していた者

・または、過去に兵庫県（西宮市、芦屋市、加古川市）に居住していた者

・または、平成元年以前に奈良県に居住していた者

・または、平成 16 年以前に福岡県（北九州市門司区）に居住していた者

・または、昭和 33 年から 61 年に佐賀県（鳥栖市）に居住していた者

・または、昭和 57 年以前に埼玉県さいたま市中央区または大宮区に居住していた者

・それ以外の方

※注意：29 年度は県営住宅等の報道があったため、「石綿ばく露の不安がある方」も対象とします。

→石綿ばく露歴の疑い ・あり ・なし

（いつ：  ）（どこで：   ） 

（受けたい理由：  ） 

３ 石綿に関する労災補償を受けていますか、又は、健康管理手帳を持っていますか？ 

・はい → 対象外

・いいえ

裏面へ 

受付日：平成３０年 月 日（  ）受付者氏名

横浜市での石綿の調査を受けるのは初めてですか？ ＊以下該当箇所に○を付けてください 

・はい

・いいえ → それは何ですか？（石綿リスク調査  ・  H28 試行調査  ・  H29 試行調査 ）

※注意：公害保健担当から今年度も調査をお勧めした人（別紙名簿あり）か確認して下さい。

それ以外の方は、なぜ受けたいか理由を確認し、保健師に回してください。

この調査を何でお知りになりましたか？  

・広報よこはま（・広報紙 ・インターネット） ・新聞折込 ・区役所窓口

・市営地下鉄車内 ・家族や知人からの情報 ・送られてきたお知らせ

・それ以外（ ）

対象者の確認 ※注意：聞き取り中、「ひどい呼吸器症状がある」方は、申込は出来ますが、早めの

医療機関の受診を勧めてください。

 

 

 

 

石綿試行調査 受付票 

重要
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４ 妊娠の可能性について 

・なし

・あり→ 検査は受けられません

５ 心臓ペースメーカーの有無について 

・なし

・あり→ 検査は受けられません

６ 検査日前１０日以内にバリウムを使用した造影検査（胃・腸）の予定の有無について 

・予定なし

・予定あり→ 検査は受けられません → バリウム検査か石綿検査（石綿試行調査）を

調整すれば石綿試行調査に参加出来ます。

石綿試行調査についての説明 

 

                                      

 

  

Ⅰ 申込者情報 ※聞き取ったあと必ず復唱して確認してください

ふ り が な 性 別 男  ・ 女

氏名（漢字） 生年月日
年 月 日

（ ）歳

自宅電話番号 携帯電話番号

住所

〒

Ⅱ 予約受付（下欄と予約受付簿に記入・出来るだけ早い日時から詰めて取ってください）

【会場】 横浜市総合保健医療センター （２日間ともに）

1 日目：問診と検査 2 日目：結果説明 

問診日・検査日の

日にち

問診の時間

問診・検査を併せて約 1時

間程度かかります。

結果説明会の日にち

（※指定日に来られない

場合、後にずらす事は可） 

時間

12:45 受付 

13 時～14 時 全体説明会 

個別相談がある方は 15 時頃終了予定

最後に…問診・検査日の 1 週間位前に詳細のご案内や問診票などを郵送します

・1 日目に（問診・胸部Ｘ線・胸部 CT）、２日目に結果説明会を実施します。

・場所は新横浜の横浜市総合保健医療センターです。（横浜市港北区鳥山町 1735 番地）

（新横浜駅から徒歩で約 15 分。横浜労災病院の先。日産スタジアムの手前）

・結果は郵送しません。必ず結果説明会の日に、お越しいただき、そこでご本人様に直接手渡しとなりま

す。

・同意書・問診票は、あらかじめ自宅にてご記入の上、問診・検査当日にお持ちください。

・キャンセルする場合は、必ず健康福祉局保健事業課へ電話してください（６７１－２４８２）38 ページ



同 意 書

横浜市長 様

＜調査の目的＞

一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があったとの報告があった地域において、
石綿ばく露の可能性のあったと申し出た方を対象として、石綿健康相談の実施を見据えたモデル事業
である石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査を実施することを通して、実施主体・既存検診（肺が
ん検診等）との連携方法・対象者・対象地域の考え方・検査頻度・事業に要する費用等の課題等につ
いて調査検討を行うものです。
※同意書は、環境省の試行調査に使用します。記入いただきました個人情報は、当試行調査のみに利用し、他
に流用することはいたしません。

私は、横浜市が実施する試行調査の目的を理解するとともに、以下のすべてについて確認

の上、調査に協力することに同意します。 

□ (1) 医学的検査自体に、放射線被ばく等によるリスクがあること

□ (2) 各検査で、それぞれ特性により効果やリスクが異なること

□ (3) 中皮腫等の石綿関連疾患について、必ずしも臨床的に早期の段階で発見できるとは限らないこと

□ (4) 健康管理により、中皮腫等の石綿関連疾患を早期発見できた場合でも、予後の改善や完治につなが

るとは限らないこと 

□ (5) 調査への参加は同意者本人の自由意思によるものであること

□ (6) 調査への参加に同意した場合は同意者本人の署名をもらうこと

□ (7) 調査への参加に同意した場合であっても随時これを撤回できること

□ (8) 個人情報は対象自治体等において適正に管理・保管し、独立行政法人環境再生保全機構、環境省ま

たはその委託を受けた者が調査または法令上の措置に必要な範囲で共同利用すること 

□ (9) 平成 18～26 年度に実施した「石綿の健康リスク調査」に参加した者は、その際得られた問診結果

や検査結果を使用すること 

□ (10) 調査結果を公表する場合は、個人が特定できないような形式で公表すること

□ (11) 読影の結果、医療が必要となった場合、対象自治体等が医療機関に診断の状況等を照会し、情報

 を得ること 

□ (12) 転居・病気等で調査に参加できず音信不通になった場合、対象自治体等が居住情報等について、

 住民基本台帳、人口動態調査、地域がん登録などの行政が保有する情報を利用し、現況を確認す 

る場合があること 

□ (13) 今後、調査対象者に対して、健康状況等を確認するための追加調査を実施する可能性があること

□ (14) 結果説明会に必ず参加し、精密検査が必要と説明を受けた場合は医療機関を受診すること

（すべての□にレ点がない場合は試行調査を受けることができません。） 

（同意者）  平成  年  月  日

氏  名： 印

住  所：

電話番号：
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試行調査で胸部 X 線や胸部 CT 検査を受けるメリット、デメリット 

メリットとして、肺がんについては、年 1 回の肺がん検診受診により、死亡率減少効果を

示す相応な証拠※１があります。また、喫煙者に関しては年 1 回の胸部 CT 検査（低線量 CT
※２）を受けることで肺がんが早期に発見され、死亡率が減少するという報告があります。そ

の他の疾患については、検査を受けることで疾患の早期発見につながる場合がありますが、

検査で発見することの有用性として明確な知見は現在のところはっきりとわかっていませ

ん。

デメリットとして、一定量のＸ線被ばくがあります。胸部 X 線検査の被ばく量は飛行機

による東京⇔ニューヨーク間の移動の際に受ける自然放射線の被ばく量※３（高度による宇

宙線の増加）よりも少ない※４ものです。胸部 CT 検査の被ばく量は技術の進歩により徐々

に少なくなっていますが、胸部Ｘ線検査の約 20 倍程度多くの被ばくがあります。 

胸部Ｘ線検査と胸部ＣＴ検査のメリットとデメリット 

検査 疾患名 メリット デメリット 

胸
部
Ｘ
線
検
査 

肺がん 
年 1 回の肺がん検診の受診によ
り、死亡率減少。 

一定量のＸ線被ばく 
中皮腫 

石綿肺 

びまん性胸膜肥厚 

良性石綿胸水 

異常な陰影が見つかり、疾患の
早期発見につながる場合があ
る。ただし、現在のところ、死
亡率減少に関する知見はない。 

胸
部
Ｃ
Ｔ
検
査 

肺がん 
喫煙者であれば年 1 回の検査で
死亡率が減少。 

胸部Ｘ線検査の 20 倍程度のＸ
線被ばく 

胸部 X 線検査よりも過剰診断※

５の可能性が高い 

中皮腫 

石綿肺 

びまん性胸膜肥厚 

良性石綿胸水 

胸部 X 線検査よりも異常な陰影
が見つかりやすく、疾患の早期
発見につながる場合がある。 
ただし、現在のところ、死亡率
減少に関する知見は現在のとこ
ろはっきりとわかっていない。 

（石綿ばく露者の健康管理に関する保健指導マニュアル（初版）から抜粋） 

※１ 有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン 2006（平成 18 年度 厚生労働省がん研究助成金「がん検診の適切な

方法とその評価法に確立に関する研究」班）

http://canscreen.ncc.go.jp/pdf/guideline/guide_lung070111.pdf 
※２ 低線量 CT とは、放射線被ばく線量を減らすため、通常のＣＴ検査より照射線量を軽減させて撮影する方法。

※３ 通常の生活する環境の中には、宇宙や大地等に由来するから放射線が存在し、自然放射線といい、日本では年間約

2.1mSV の被ばくがあると言われています。高度が上がるほど、自然放射線量が高くなることが知られています。 
※４ 放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成 27 年度版）

http://www.env.go.jp/chemi/rhm/h27kisoshiryo/attach/201606mat2-02-47.pdf 
http://www.env.go.jp/chemi/rhm/h27kisoshiryo/attach/201606mat2-02-36.pdf 

※５ がんの進行速度が遅く、その人が他の病気で亡くなるまでに、症状を出現しないがんまで見つけてしまうこと。特

に、非喫煙者でその可能性が高い。
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＜調査の目的＞

※太枠のみ記載してください。 環境ＩＤ　　　－

1．この調査を受ける理由を選択してください。（複数回答可）

（１）□ 自分が石綿を扱う会社に勤務し、直接石綿を扱う作業を行っていた。

（２）□ 自分が石綿を扱う会社に勤務していたが、直接石綿を扱う作業はしていない。

        （事務や経理などの石綿を扱わない作業を担当していた。）

（３）□ 家族が石綿を扱う仕事や日曜大工をしていた。

（４）□ 石綿取扱施設や吹き付け石綿のある倉庫等への立入経験がある。

（５）□ 石綿取扱工場周辺に居住・通学・通勤をしていた。

（６）□ その他（他に受診理由があれば記載してください。）

（ ）

３．現在、肺・呼吸器の病気で病院へ通院していますか。

（１）□通院中

③治療している病院名（ ）

④４病名にチェックしてください。

1 □ 肺結核 4 □ 慢性気管支炎 7 □肺気腫 10 □ その他の呼吸器の病気

2 □ 結核性胸膜炎 5 □ じん肺（石綿肺） 8 □原因不明の胸膜炎 ( )

3 □ 肺がん 6 □ 間質性肺炎（肺線維症） 9 □原因不明の胸水

（２）□以前回の問診以降にあったが、今は治っている。

③治療した病院名（ )

④病名にチェックしてください。

1 □ 肺結核 4 □ 慢性気管支炎 7 □肺気腫 10 □ その他の呼吸器の病気

2 □ 結核性胸膜炎 5 □ じん肺（石綿肺） 8 □原因不明の胸膜炎 ( )

3 □ 肺がん 6 □ 間質性肺炎（肺線維症） 9 □原因不明の胸水

（３）□なし

※この調査は、環境省の委託を受けて横浜市が実施しています。御記入いただきました個
人情報は、当試行調査のみに利用し他に流用することはいたしません。

性別 男　　・　　女

問診日

問診者

年　 　　月　　 　日　 　（ 歳）　

石綿試行調査　問診票　　(継続用）　

生年月日

フリガナ

氏名

初回受診年度　　　　年

あてはまる□にレ印をつけてください。

一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があったとの報告があった地域に
おいて、石綿ばく露の可能性のあったと申し出た方を対象として、石綿健康相談の実施を
見据えたモデル事業である石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査を実施することを通し
て、実施主体・既存検診（肺がん健診等）との連携方法・対象者・対象地域の考え方・検
査頻度・事業に要する費用等の課題等について調査検討を行うものです。

現住所 （　　　　） －　　　　

携帯電話番号

２．現在、何か肺・呼吸器に関して症状はありますか？
（１）□ある　　　①いつごろから（　　　　　　　　　）②症状は（発熱　・せき　・呼吸困難　・　胸痛　・その他 ）

（２）□　前回石綿試行調査参加以降特に体調変わりなし

①いつ頃から（　　　　　　　　　）②症状は（発熱　・せき　・呼吸困難　・　胸痛　・その他 ）

①いつから、いつまで（ ）②症状は（発熱　・せき　・呼吸困難　・胸痛　・その他 ）

（　　　　） －　　　　

　　大　・　昭 ・　平

横浜市 電話番号

〒 －
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４．現在、肺・呼吸器以外の病気で病院へ通院していますか。

（１）□いる

（例）高血圧

（例）内科

（例）月２回

（２）□いない

５．家族で石綿関連疾患にかかった人はいますか。

（１）□ある　

①誰が（ ）

②どのような病気（　中皮腫　 ・　肺がん　・　石綿肺　 ・　びまん性胸膜肥厚　・その他（ )

③いつ頃から（ )

④通院していた病院名（ )

（２）□なし

（３）□わからない（ ）

６．喫煙の有無

（１）□現在、毎日吸っている。

①　1日平均　(　　　　　　)本 ②(　　　　　　)歳～　現在 (　　　　　)年間

（２）□過去に吸っていた。

①　1日平均　(　　　　　　)本 ②(　　　　　　)歳～(　　　　　　)歳 (　　　　　)年間

（３）□普段は吸わないが稀に吸うことがある。

①　ひと月に　(　　　　　　)本 ②(　　　　　　)歳～(　　　　　　)歳 (　　　　　)年間         

（４）□吸わない。

（５）□同居者に吸っている方がいる。　(　吸っている人： )

７．胸部Ｘ線検査受診の有無

　（1年程度前まで）

　　胸部CT検査受診の有無

　（1年程度前まで）

8.石綿試行調査以外で、定期的に健康診断（胸部X線や胸部CT検査）を受ける機会はありますか？

　　□　ある　　①どんな機会ですか？（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 年 回位

例：職場の健康診断　など

□　なし　　①受ける予定なし

②受ける機会がない

9、受診カード（ピンク色のカード）を活用していますか？

□　している　 □　していない　　　　　　　□　使い方がわからない

　

10,  その他石綿ばく露ががあったと思われる時の周辺環境など、あらたに気が付いたことがあれば記入して下さい。

④主治医名 （例）横浜太郎先生

□無　□有　：　時期(　　　年　　　月ごろ)・医療機関名(　　　　　      　  　　 　　　　　)

□無　□有　：　時期(　　　年　　　月ごろ)・医療機関名(　　 　 　　  　　       　　　　　)

結果　□異常なし　　□異常あり(疾患名　　　　   　　　　　　 　　　　　　　  　　　　　　　)

結果　□異常なし　　□異常あり(疾患名　　　　   　　　　　　 　　　　　　　  　　　　　　　)

2

⑤通院頻度

①病名

②病院名 （例）石綿診療所

③通院科名

　　　　　　　　 ③どんな健診（方法が）あるのかわからない

受診カード
毎年肺がん検診

を受けましょう！
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　横浜市 区

＜調査の目的＞

右 左

① 胸水貯留 □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

③ びまん性胸膜肥厚 □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

⑤ 肺野の間質影 □ □ □ □ □ □

⑥ 円形無気肺 □ □ □ □ □ □

⑦ 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等） □ □ □ □ □ □

⑧ リンパ節の腫大 □ □ □ □ □ □

⑨ その他所見 □ □ □ □ □ □

( )

※評価不能とは、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。

※胸膜肥厚や結核性所見は「その他の所見」にチェックしてください。

　1　□　異常なし　　　　2　□　経過観察 3　□　要精密検査　　　　

受診者Ｎｏ．

※この調査は、環境省の委託を受けて横浜市が実施しています。御記入いただきました個人情報は、当試行調査のみに利
用し他に流用することはいたしません。

様式１　（Ａ面）

医療機関による一次読影

（ 歳）

生年月日 　T　・　S　 　年　　 　月　 　　日 
ふりがな

横浜市試行調査　読影シート 

男　・　女
氏　　名

年　齢

住　　所

受診者基本情報

 年 度

   一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があったとの報告があった地域において、石綿ばく露の可能性の
あったと申し出た方を対象として、石綿健康相談の実施を見据えたモデル事業である石綿ばく露者の健康管理に係る試行調
査を実施することを通して、実施主体・既存検診（肺がん健診等）との連携方法・対象者・対象地域の考え方・検査頻度・事業
に要する費用等の課題等について調査検討を行うものです。

医療機関名

胸部CT
画像所見

疑

記入年月日 読影医師氏名

総合判定

評価
不能

有　　　　年　　　　月　　　　日

④ 胸膜腫瘍（中皮腫）疑い

な
し

検査日

② 胸膜プラーク（限局性の胸膜肥厚）
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評価
右 左 不能

　□　下記の所見すべてなし　

 　①　胸水貯留 □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

 　③　びまん性胸膜肥厚 □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

 　⑦　肺がん □ □ □ □ □ □

 　⑨その他の所見 □ □ □ □ □ □

(               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　瘢痕　、　炎症性変化　、　　無気肺 ）

評価
右 左 不能

　□　下記の所見すべてなし　

 　①　胸水貯留 □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

 　③　びまん性胸膜肥厚 □ □ □ □ □ □

(石綿との関連を □強く疑う　□疑う　□可能性がある　□他の原因である可能性が高い）

□ □ □ □ □ □

 　⑤　肺野の間質影 □ □ □ □ □ □

(石綿との関連を □強く疑う　□疑う　□可能性がある　□他の原因である可能性が高い）

 ※肺野の間質影が見られた場合の分類項目

・胸膜下曲線様陰影 □ □ □ □ □ □

（□直下　　□非直下）

・小葉中心性粒状影 □ □ □ □ □ □

・すりガラス様陰影 □ □ □ □ □ □

・網状影 □ □ □ □ □ □

・蜂窩肺 □ □ □ □ □ □

･肺実質内帯状影 □ □ □ □ □ □

 　⑥　円形無気肺 □ □ □ □ □ □

   ⑦  肺野の結節・腫瘤状陰影 □ □ □ □ □ □

（肺がん等）

　 ⑧　リンパ節の腫大 □ □ □ □ □ □

　 ⑨　その他の所見 □ □ □ □ □ □

(               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　瘢痕　　、　　気腫性変化  ）

　※評価不能とは、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。

　※胸膜肥厚や結核性所見は「その他の所見」にチェックしてください。

　1　なし 　２　胸膜プラーク疑い　　　３　胸膜プラーク　　４　他　（　　　　　　　　 ）

　1　なし 　２　他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　1　前回と変化なし 　２　他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　1　なし ）

） ）

　1　なし   ２　試行調査にてCT検査 ）

 　②　胸膜プラーク

 　④ 中皮腫

な
し

胸部ＣＴ
画像所見

検査日 　　　　年　　　　月　　　　　日

 　②　胸膜プラーク

 　⑤ 肺野の間質影

な
し

有 疑

様式１　（Ｂ面）

検査日

　　　　　　　       　    横浜市試行調査　読影シート 

専門委員会による二次読影

氏　　名受診者Ｎｏ．

有 疑

胸部Ｘ線
画像所見

　　　　年　　　　月　　　　　日

次年度
指示事項

記入年月日

[石綿関連所見]

 [非石綿所見]

　３　他疾病疑による要精査　（

今年度
指示事項

 ※比較読影した場合のみ

本人への
結果説明

記載医師リーダー

　２　救済法４疾病疑による要精査　（

　４　他　（　　　　　　　

　３　他　（　　　　　　　

比較読影結果  
※前回 H.    年  月  日撮影 
1. 変化なし 
2.   変化あり（              ） 

比較読影結果  
※前回 H.    年  月  日撮影 
1. 変化なし 
2.   変化あり（              ） 

53 ページ



（敬称略・五十音順）

1 今坂　圭介 （社）済生会横浜市東部病院呼吸器内科　医員

2 岩澤　多恵 神奈川県立循環器呼吸器病センター 放射線科部長

3 上原　隆志 日本医科大学多摩永山病院　助教

4 小原　一葉 自衛隊横須賀病院　検査研究課　課長

5 工藤　誠 公立大学法人横浜市立大学附属　市民総合医療センター
呼吸器病センター　部長・准教授

6 小松　茂 神奈川県立循環器呼吸器病センター 呼吸器内科部長

7 清水　邦彦 （社）済生会横浜市東部病院　呼吸器内科部長

8 髙山　重光 管工業健康保険組合健康管理センター　所長

9 野田　和正 公益財団法人　神奈川県予防医学協会 中央診療所　がん予防医療部長

10 三浦　溥太郎 横須賀市立うわまち病院　呼吸器科　顧問

11 森永　謙二 （独）環境再生保全機構　石綿健康被害救済部　顧問医師

横浜市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会委員名簿　

（新）任期　平成27年７月17日～平成32年７月16日

　※小原委員の任期は、平成29年10月１日～平成31年7月16日。（自衛隊規約により２年のため）
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号 健 保 事 第

平 成 3 0 年   月   日 

《 氏名差込印刷 》様 （ 《個人番号差込印刷》 ）  

横浜市健康福祉局長 田中博章 

石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査検査結果通知書 

先日受診されました石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の結果を通知いたします。な康リス

ク調査にきましては、広報等でお知らせします。なお、今後のリス査については知らせいたします。

１ 検査日 《 検査年月日差込印刷 》 

２ 検査内容 胸部Ｘ線検査、胸部ＣＴ検査 

３ 検査結果 石綿関連所見 《 検査結果差込印刷 》 

石綿以外の所見 《 検査結果差込印刷 》 

４ 総合コメント 《 総合コメント差込印刷 》 

必ずお読みください 

今回の結果は以上の通りとなりましたが、所見が認められなかった方も含め、何かお体に異常を

感じた場合は、医療機関に受診するようお願いいたします。（保険診療） 

なお、胸痛、呼吸困難などの症状があらわれた場合は、受診の際、石綿ばく露歴があることを

必ず医師へ伝えて下さい。 

また、肺がんの最大の要因は喫煙であり、喫煙と石綿ばく露の両方を受けると、肺がんの危険

性は相乗的に高くなることが知られています。喫煙も石綿ばく露もない人の肺がんの危険性を１

とすると、喫煙者は約 10 倍、石綿ばく露者は約 5倍、喫煙をする石綿ばく露者は約 50 倍とする

報告があります。肺がん発生の危険性を減らすために、禁煙しましょう。 

事務担当：健康福祉局保健事業課公害保健担当 

 電 話：０４５－６７１－２４８２ 

 ＦＡＸ：０４５－６６３－４４６９ 

万が一、中皮腫・石綿による肺がんに罹患された場合は、石綿健康被害救済法の対象となり、申請

の上認定されれば、医療費等が支給されます。申請手続きについては、横浜市健康福祉局保健事業課

（電話番号 045-671-2482）にご相談ください。 

 なお、石綿ばく露作業に従事している又は従事したことがある労働者の方については、労災補償制

度や健康管理手帳制度の対象となる可能性があります。下記の窓口にご相談ください。 

労災補償制度のお問い合わせ先 ･････ 神奈川労働局労災補償課（電話番号：045-211-7355） 

健康管理手帳制度のお問い合わせ先･･･ 神奈川労働局健康課  （電話番号：045-211-7353） 
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平成３０年度 石綿試行調査の結果説明会に関するアンケート（継） 

結果説明会の参加日 平成３０年 月 日 

問１ 本日の結果説明会を聞いて、以下のア～エに○を 1つ付けて下さい。 

ア ご自身の健診の結果について、理解できましたか。

理解できた  ・  まあまあ理解できた  ・ 理解できなかった

イ 石綿に関して日常生活で気を付ける事は、理解できましたか。

理解できた ・ まあまあ理解できた ・ 理解できなかった

問２ 前回までの結果説明会のお話は覚えていますか、以下のウ～エに○を 1

つ付けて下さい。 

ア 石綿はどのようなものか、使用された場所、ばく露の機会など覚えてい
ますか。 

覚えている ・ まあまあ覚えている ・ 覚えていない。

エ 石綿についてどのような制度があるか、覚えていますか。

覚えている  ・  まあまあ覚えている  ・ 覚えていない。

問３ 本日の結果説明会の時間について、○を 1つ付けて下さい。 

長い   ・    ちょうどよい   ・   短い 

問４ 結果説明会で、もっと聞きたかった事はありますか。 

（ ） 

問５ 今回の石綿試行調査全般に関して、ご意見あればご記入下さい。

（ ） 

※ 個別健康相談を受けた方のみお答え下さい。

問６ 検査の結果の内容と今後の対応方法について、理解できましたか。 

理解できた  ・  まあまあ理解できた  ・  理解できなかった  

～ ご協力ありがとうございました ～ 
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平成３０年度 石綿試行調査の結果説明会に関するアンケート（新） 

結果説明会の参加日 平成３０年 月 日 

問１ 本日の結果説明会を聞いて、以下のア～エに○を 1つ付けて下さい。 

ア 石綿はどのようなものか、使用された場所、ばく露の機会など理解でき
ましたか。 

理解できた  ・ まあまあ理解できた ・ 理解できなかった

イ 石綿に関する健康被害や病気について、理解できましたか。

理解できた  ・  まあまあ理解できた  ・  理解できなかった

ウ 石綿に関して日常生活で気を付ける事は、理解できましたか。

理解できた  ・  まあまあ理解できた  ・  理解できなかった

エ 石綿についてどのような制度があるか、理解できましたか。

理解できた  ・  まあまあ理解できた  ・  理解できなかった

問２ 本日の結果説明会の時間について、○を 1つ付けて下さい。 

長い   ・    ちょうどよい   ・   短い 

問３ 結果説明会で、もっと聞きたかった事はありますか。 

   （ ） 

問４ 今回の石綿試行調査全般に関して、ご意見あればご記入下さい。   

（ ） 

※ 個別健康相談を受けた方のみお答え下さい。

問５ 検査の結果の内容と今後の対応方法について、理解できましたか。 

理解できた  ・  まあまあ理解できた  ・  理解できなかった 

～ ご協力ありがとうございました ～ 

79 ページ



発行年月日 平成    年  月 日 

氏名 

住所 

  【このカードをお持ちの方へ】 

あなたは、過去に石綿のばく露を受けた可能性があるの

で、肺がんや中皮腫などに気をつける必要があります。 

禁煙するとともに、毎年欠かさずに肺がん検診を受診す

ることをお勧めします。 

  また咳や胸痛などの症状が出た場合は、早めに医療機関

を受診しましょう。 

【検診機関・医療機関へのお願い】 

 この方は、石綿（アスベスト）にばく露した可能性、又

は、石綿関連所見が確認されています。  

読影の際には、肺がんの有無だけでなく、中皮腫に関連

した所見である胸水貯留や胸膜肥厚などの所見について

も、読影の程お願いします。 

問合せ先 

横浜市健康福祉局保健事業課公害保健担当 

電話 ０４５（６７１）２４８２ 
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肺がん検診などの胸部 X 線検査の結果を記入しましょう 

【記入方法】氏名、住所、結果などご自身でご記入ください。 
 
【受診カードのメリット】 
・検診時、カードを医師に見せることで、石綿のばく露があることが伝わり、読影

がしやすくなります。 
・肺がん検診などの結果を経年的に把握することができ、万が一、石綿健康被害救

済制度を申請されることになった場合、覚え書きとしてもお使い頂けます。 
 
【試行調査協力費について】 

カードをお持ちで、かつ平成 27 年度から試行調査終了年度（平成 31 年度予定）

までの間、「横浜市肺がん検診」を受診した方に対し、自己負担分（胸部 X 線写真

分）の助成を受けることができます。 

検診受診日 
受診場所 

（医療機関・福祉保健センター等） 
検診結果 

H27 ／ 
 
 

異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H28 ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H29 ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H30 ／ 
 異常なし 

 

要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H31 ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 
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肺がん検診などの胸部 X 線検査の結果を記入しましょう 

 

検診受診日 
受診場所 

（医療機関・福祉保健センター等） 
検診結果 

H   ／ 
 
 

異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 

要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

82 ページ



肺がん検診などの胸部 X 線検査の結果を記入しましょう 

 

検診受診日 
受診場所 

（医療機関・福祉保健センター等） 
検診結果 

H   ／ 
 
 

異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 

要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 

H   ／ 
 異常なし 

 
要精密検査→受診日 H  ．  / 

受診先（               ） 

受診結果（              ） 
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№ 氏名 

 

平成３０年度石綿試行調査「受診カード」配布者確認表 
 
【

支

援

方

法】 
・

原

則 、

年 1 回、体調変化と肺がん検診受診の有無を確認。結果を下記の表に記入。 
・2 の要精密検査者に対して、検査結果（診断名、医療機関、時期等）を確認。 
・3～5 の中で、文書送付し、返信がないものは電話等で確認。 
・40～70 歳未満で横浜市肺がん検診を受けた者へは、償還払いの案内を送付。 
年度 文書送付日・受理日、 

電話等の確認の年月日 
肺がん検診の実施の 

有無と年月日 
備考 支援者 

平成 28 
年度 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
        

 
 

平成 29 
年度 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

平成 30 
年度 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

平成 31 
年度 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

平成 32 
年度 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

文書/電話/他 平成  ・  ・   
（受理 平成  ・  ・  ） 

有（平成  ・  ・   ） 

無 実施場所 
  

 
 

※詳細結果は、別紙参照。 

受診カードを渡した理由（□に✓をする） 支援方法 

□１ 石綿所見あり（広範囲プラーク又は単純ＸＰプラーク） 電話 

□２ 石綿所見あり（要精密検査） 電話 

□３ 石綿所見あり（プラーク、プラーク疑い） 文書 
□４ 高濃度ばく露（Ａ社から 600ｍ圏内に居住歴あり） 文書 
□５ 希望者 文書 
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                     例 

 

診療情報提供書 

平成  年  ⽉  ⽇ 

               

             先⽣御机下                  

 

いつもお世話になっております。 
患者          様 （昭和  年  ⽉  ⽇⽣・  歳）をご

紹介申し上げます。 
横浜市健康福祉局で⾏っております、⽯綿試⾏調査（⽯綿曝露の可能性があ

る⽅向けの検査）にて 平成  年  ⽉  ⽇に胸部 CT 撮影を施⾏しまし
たところ、下記の所⾒を認めました。 
精査・ご加療のほどお願い致します。 
 

＃１  

＃２  

 

 

〒231-0017 横浜市中区港町 1−1 
横浜市役所 健康福祉局保健事業課  

電話番号 045-671-2453        
FAX 番号 045-663-4469         
医師⽒名       拝 
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第 1 号様式（第 5 条） 

試行調査における横浜市肺がん検診自己負担分助成交付申請書  

    年  月  日 

（請求先）横 浜 市 長 

  次のとおり肺がん検診自己負担助成を申請します。 

申請者氏名 

（ ﾌﾘｶﾞﾅ ）  

 

申請者住所 横浜市     区 

電話番号  携帯電話番号  

生年月日 大正・昭和  年  月  日 申請額 円 

 

   
肺がん 
検診 

受診日     年  月  日 

受診場所 ・福祉保健センター名（              ） 
・医療機関名    （              ） 

 
申請対象となる事由 

 
＊該当するもののどれかひ
とつの番号を○で囲んでく
ださい。 

 
 
 

１ 平成元年以前に横浜市鶴見区に居住 

２ 平成２年以前に大阪府（岸和田市、貝塚市、泉佐野市、八尾市、和泉市、

東大阪市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、大阪市、堺市及び河

内長野市）に居住 

３ 平成元年以前に奈良県に居住 

４ 平成元年以前に羽島市に居住 

５ 過去に兵庫県（西宮市、芦屋市、加古川市）に居住 

６ 昭和 30 年から昭和 50 年までに尼崎市に居住 

７ 平成 16 年以前に北九州市門司区に居住 

８ 昭和 33 年から昭和 61 年までに鳥栖市に居住 

９ 昭和 57 年以前に埼玉県（さいたま市中央区又は大宮区）に居住 

 

 

助 成 

受領口座 

金融機関名 支店名 口座名義人（カナ記載） 

 銀     行 
信 用 銀 行 
信 用 組 合 
農業共同組合 

 本  店 
支  店 
支  所 
出張所 

 

金融機関コード 支店コード 種別 口座番号（右づめで記入） 

       普通 
・ 
当座 

       

 

(注意) １ 請求者と口座名義人は同一としてください。 
２ ゆうちょを銀行を指定される場合は、他の金融機関からの振込用口座をご記入ください。

振込用口座がわからない場合は、お近くのゆうちょ銀行にお問い合わせください。 
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平成３０年度環境省委託業務報告書 

平成３０年度石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査（横浜市）委託業務 

平成３１年３月２９日 

発注者 環境省大臣官房 

環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室 

TEL：03-3581-3351(内線6387) FAX：03-5510-0122 

E-mail ISHIWATA@env.go.jp 

受託者 住所 横浜市中区港町１－１ 

名称 横浜市健康福祉局保健事業課 公害保健担当 
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